
生駒市規則第２０号 

 生駒市会計課設置規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年３月３１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市会計課設置規則の一部を改正する規則 

生駒市会計課設置規則（昭和４６年１１月生駒市規則第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

第８条第２号ア中「（賃金を含む｡)」を削る。 

第９条中「すべて」を「全て」に改める。 

  附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。       


